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◆当選後の手続きの流れ及びご注意いただくこと◆
[image: image2.jpg]




















QR

※申請フォームに関してはホームページにも
掲載します。

1. 施工写真等について
助成金交付申請書及び実績報告書等に添付する写真は、次の点にご注意下さい。
· 工事を施工する全ての箇所の写真を添付して下さい。
· 全ての写真に、必ず撮影年月日をプリントして下さい。
· 鮮明な画質の写真をお持ち下さい。（わかりにくい場合は、再度撮りなおしていただく場合があります。）
· 助成申請時に工事前の写真、実績報告時に工事作業中及び工事後の写真を添付して下さい。
· 工事前・工事作業中・工事後の写真の構図を同じにして、対象箇所以外の比較対象物をできるだけ写し込んで、工事の結果が分かりやすい写真をお持ちください。
· 工事前に屋根等の写真を撮ることができない箇所については、施工業者に工事を行う直前に撮影してもらってください。
※次に掲げる工事を行う場合は、写真撮影の方法にご注意ください。
｛別表｝社会資本整備総合交付金対象工事の確認書類欄に
【写】の印がある工事
助成対象となる資材や設備機器を確認できるように撮影する。
（実績報告時必要）
【寸】の印がある工事
工事対象箇所に定規やメジャーを当てて寸法を測り、工事前後の寸法の変化を比較することができるように撮影する。（交付申請時、実績報告時必要）
〔段差解消工事例〕　　　　　　　　　　　〔工事後例〕

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
※外壁塗装や屋根塗装工事、トイレや風呂交換などは工事中の写真も必要です。
【証】の印がある工事：助成対象となる資材や設備機器の性能を証明することができる書類（パンフレット、説明書など）の提出が必要です。（申請書提出時必要）
2. 工事施工業者作成による提出書類等について

助成申請や実績報告を行っていただく際に、工事施工業者から「工事代金領収書」、「工事完了証明書」等の書類を提出していただきます。これらに工事施工業者の同じ社印が押されていること、明石市内の住所が記載されていることをご確認ください。
また、工事施工業者の作成する工事見積書については、市の様式をご用意しております。市ホームページからＥｘｃｅｌファイルをダウンロードしてご使用ください。

3. 市税等の納付状況の確認について
交付申請をされた方については、市税等の納付状況の確認を行います。確認が取れない場合には市税等の領収証書（写し）の提出をお願いする場合があります
4. 登記簿謄本、住民票等の取得にかかった費用について
商工政策課で審査の結果、助成申請者の申請を助成対象外と判断した場合であっても、登記簿謄本、住民票等の取得にかかった費用は、お支払いできませんのでご了承下さい。助成の対象になるか判断に迷った場合は、登記簿謄本、住民票等を取得する前にご連絡ください。
· その他
· 介護保険等他の助成制度の活用について
介護保険の「要介護」または「要支援」の認定を受けておられる方で、安全で快適な日常生活が送れるよう、段差解消や手すりの設置、風呂、トイレの改修などの工事を予定されている方は、介護保険等他の助成制度を活用できる可能性もありますのでご相談下さい。（福祉局高齢者総合支援室）
※住宅リフォーム助成制度と重複しての活用は不可
· 記入の誤りについて
紙で提出する場合、誤って記入した際は訂正箇所を二重線で消して、訂正印を押してください。修正液等の使用はご遠慮ください。なお、消せるボールペン（フリクション等）での記入はご遠慮ください。
· 実地調査について
助成金の交付にあたっては、担当職員が実地調査を行うことがありますので、ご協力をよろしくお願いします。[image: image3.jpg]



※　必ずお読みください！





当選





当選された方には、抽選後2～3日以内に商工政策課から申請フォームを送付いたします。（はがき申込の方には申請書類を郵送します。）


※工事開始の２週間前までに申請してください。


（商工政策課への持参も可能です。施工業者等による代理申請も認めますが、その際、名刺確認、身分証明書確認、申請者ご本人様へ確認のご連絡をさせていただきます。）


※債権者登録親書（押印必要）については、電子申請だけでなく原本提出が必要になります。


※提出期限までに申請がない場合は辞退したものとみなしますのでご注意ください。








助成金の交付申請


提出期限：２０２６年７月３１日





交付決定


（申請受付後、約２週間）





市より「助成金交付決定通知書」をお送りします。


※工事は決定通知書が届いてから着工してください。


※交付決定通知前の工事は助成対象外となります。





工事開始





※工事完了後（代金の支払を含む）必ず10日以内に実績報告をしてください。


当選後に送付する商工政策課の申請フォームより報告してください。（はがき申込の方は郵送している実績報告書類を提出してください。）


※報告が遅れる場合は、お電話でご相談ください。


　　　　　　　　　　　　　　





　　　　　　　





工事完了の報告


提出期限：202７年１月２９日





実績報告受付後、約1か月で口座に振り込みます。入金確認は各自お願いいたします。





　　　　　　　





助成金の交付





【担当課】


明石市商工政策課（明石市役所本庁舎５階）


住所：　明石市中崎１丁目５番１号


電話：　０７８‐９１８‐５０９８








定規やメジャーを当てて寸法を測る。





9/22/2023





10/8/2023





工事後撮影年月日





工事前撮影年月日








2

